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お
知
ら
せ

粗
大
ご
み
な
ど
の
不
法
投
棄�

か
ら
私
有
地
を
守
り
ま
し
ょ
う

　

例
年
、
引
っ
越
し
シ
ー
ズ
ン
や

年
末
年
始
に
か
け
て
不
法
投
棄
が

増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、

あ
な
た
の
土
地
の
管
理
は
大
丈
夫

で
す
か
？

　

不
法
投
棄
の
多
く
は
人
通
り
の

少
な
い
場
所
や
監
視
の
行
き
届
か

な
い
場
所
を
狙
っ
て
発
生
し
て
い

ま
す
。
私
有
地
に
不
法
投
棄
を
さ

れ
た
場
合
、
捨
て
た
人
が
見
つ
か

ら
な
け
れ
ば
、
土
地
の
所
有
者
ま

た
は
管
理
者
が
処
理
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
不
法
投
棄
を
さ
れ
な

い
よ
う
に
日
頃
か
ら
適
正
な
土
地

の
管
理
を
し
ま
し
ょ
う
。

◆
不
法
投
棄
の
防
止
策

・�

日
頃
か
ら
見
回
り
を
す
る

・��

柵
等
を
設
置
し
、
不
法
侵
入
を

防
ぐ

・��

空
き
地
の
雑
草
等
を
除
去
し
、

廃
棄
物
を
隠
す
場
所
を
な
く
す

【
不
法
投
棄
の
通
報
先
】

産
廃
残
土
県
民
ダ
イ
ヤ
ル

（
産
廃
１
１
０
番
）
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問
環
境
保
全
課
（
６
階
）

☎
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１
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０
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野
外
で
の
焼
却
は
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す

　

適
法
な
焼
却
設
備
を
用
い
ず
に

廃
棄
物
の
焼
却
を
す
る
こ
と
は
、

法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
家

庭
の
ご
み
は
分
別
し
、
集
積
所
へ

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
焼
却
は

一
部
例
外
が
あ
り
ま
す
。

・��
風
俗
慣
習
上
ま
た
は
宗
教
上
の

行
事
を
行
う
た
め
の
焼
却

・��
農
業
、
林
業
ま
た
は
漁
業
を
営

む
た
め
に
や
む
を
得
な
い
も
の

と
し
て
行
わ
れ
る
焼
却

・�

た
き
火
そ
の
他
日
常
生
活
を
営

む
上
で
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼

却
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の

　

な
お
、
例
外
に
よ
る
焼
却
行
為

を
行
う
場
合
で
も
周
辺
地
域
の
生

活
環
境
に
十
分
配
慮
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
臭
い
や
煙
で
、
周
り

に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

問
環
境
保
全
課
（
６
階
）
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人
権
擁
護
委
員
が�

�

委
嘱
さ
れ
ま
し
た

　

人
権
擁
護
委
員
の
任
期
満
了
に

伴
い
、
酒
井
宗
一
さ
ん
と
中
山
勤

さ
ん
が
10
月
１
日
付
け
で
委
嘱
さ

れ
ま
し
た
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
の
皆

さ
ん
に
人
権
に
つ
い
て
関
心
を

持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
啓
発

活
動
を
行
う
他
、
い
じ
め
や
差
別
、

嫌
が
ら
せ
な
ど
の
人
権
に
関
す
る

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

　

相
談
日
時
は
、
原
則
と
し
て
第

２
火
曜
日
に
市
役
所
で
、
第
４
木

曜
日
に
本
納
公
民
館
で
、
そ
れ
ぞ

れ
13
時
か
ら
16
時
ま
で
行
っ
て
い

ま
す
。
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
厳

守
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
予
約
は
不
要
で

す
。

問
生
活
課
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⓫い
い
み
ら
い

月
㉚
日
は�

�

「
年
金
の
日
」
で
す
！

　

年
金
記
録
や
将
来
の
年
金
受
給

見
込
額
を
確
認
し
、
未
来
の
生
活

設
計
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
を
利
用

す
る
と
、
い
つ
で
も
ご
自
身
の
年

金
記
録
を
確
認
で
き
る
他
、
将
来

の
年
金
受
給
見
込
額
に
つ
い
て
、

ご
自
身
の
年
金
記
録
を
基
に
さ
ま

ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
の
試
算
が
で
き

ま
す
。

　

利
用
方
法
は
日
本
年
金
機
構
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
ま
た
は
「
ね
ん
き

ん
定
期
便
・
ね
ん
き

ん
ネ
ッ
ト
専
用
番

号
」
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問�

ね
ん
き
ん
定
期
便
・
ね
ん
き
ん

ネ
ッ
ト
専
用
番
号
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千
葉
年
金
事
務
所
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第
３
期
茂
原
市
国
民
健
康
保
険

保
健
事
業
実
施
計
画
（
デ
ー
タ

ヘ
ル
ス
計
画
）
お
よ
び
第
４
期

茂
原
市
特
定
健
康
診
査
等
実
施

計
画（
案
）の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
を
実
施
し
ま
す

　

市
で
は
、
茂
原
市
国
民
健
康
保

険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
に
実
施

す
る
特
定
健
康
診
査
を
始
め
と
し

た
保
健
事
業
の
効
果
的
か
つ
効
率

的
な
実
施
を
図
る
た
め
、
令
和
６

年
度
か
ら
令
和
11
年
度
ま
で
を
計

画
期
間
と
す
る
「
第
３
期
茂
原
市

国
民
健
康
保
険
保
健
事
業
実
施
計

画
（
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
）
お
よ

び
第
４
期
茂
原
市
特
定
健
康
診
査

等
実
施
計
画
」
を
策
定
中
で
す
。

策
定
に
当
た
り
、
広
く
市
民
の
皆

さ
ん
か
ら
ご
意
見
を
い
た
だ
く
た

め
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実

施
し
ま
す
。

◆
提
出
期
間

　

11
月
20
日
㊊
～
12
月
19
日
㊋

◆
閲
覧
場
所

　

国
保
年
金
課
、
同
課
ウ
ェ
ブ

ペ
ー
ジ
、
市
役
所
１
階
情
報
公
開

コ
ー
ナ
ー
、
本
納
支
所

◆
提
出
方
法

　

郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
、
書

面
の
持
参
（
土
日
・
休
日
を
除
く
）

【
提
出
・
問
合
せ
】

〒
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９
７
︱
８
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１
１

茂
原
市
道
表
１

国
保
年
金
課
（
２
階
）

kokuho@
city.m

obara.chiba.jp
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